
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
に
民
法
が
施
行
さ
れ
る
前
に
お
け
る
夫
婦
財

産
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
で
の
妻
の
法
的

地
位
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
明
治
前
期
に
お
い
て
、

夫
婦
財
産
関
係
そ
れ
自
体
に
関
す
る
法
令
お
よ
び
伺
・
指
令
が
ほ
と
ん
ど
見

当
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
政
府
の
立
法
意
思
を
知
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
従
来
の
研
究
で
は
、
前
代
か
ら
の
慣
習
の
検
討
の
承
が

（
１
ユ
）

な
さ
れ
て
い
た
。

政
府
が
、
夫
婦
財
産
関
係
そ
れ
自
体
に
関
す
る
政
策
を
積
極
的
に
展
開
し

な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
各
地
方
官
庁
か
ら
も
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
伺

が
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
つ
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
慣
習
が

（
何
乙
）

確
立
し
て
お
り
、
政
府
も
、
そ
れ
ら
の
慣
習
に
任
せ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い

特
集
／
女
性
と
財
産

明
治
前
期
の
夫
婦
財
産
関
係

は
じ
め
に

か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
、
政
府
は
、
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係

に
つ
い
て
は
積
極
的
な
政
策
を
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
夫
婦
財
産
関
係
も
、

そ
れ
に
よ
る
規
制
を
免
れ
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

従
っ
て
、
私
は
、
明
治
前
期
の
夫
婦
財
産
関
係
は
、
そ
れ
だ
け
を
独
立
し

て
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
と
の
関
連
に
お
い
て

と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら

か
に
し
得
る
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
明
治
民
法
施
行
前
に
お
け
る
夫
婦
財

産
関
係
を
、
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
お
よ
び
そ
の
変
化
の
過
程
に
お
い
て

考
察
し
、
そ
こ
で
の
妻
の
法
的
地
位
の
変
遷
を
辿
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
明
治
政
府
が
展
開
し
た
政
策
は
、
従
来
の
慣
習
上
の
取
扱
い
を
変

更
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
、
慣
習

の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

近
藤
佳
代
子
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明
治
初
年
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
各
地
方
の
民
事
の
慣
習
を
示
す
資
料
と

し
て
、
当
時
の
司
法
省
が
刊
行
し
た
『
民
事
慣
例
類
集
』
（
明
治
一
○
年
）
、

お
よ
び
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
（
明
治
一
三
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

司
法
省
が
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
か
ら
一
三
年
（
一
八
八
○
）
に
か
け

て
、
民
法
典
編
纂
の
参
考
と
す
る
た
め
に
行
な
っ
た
、
各
地
方
の
民
事
慣
例

調
査
の
成
果
で
あ
る
。

歴
史
的
に
ゑ
て
、
夫
婦
財
産
関
係
は
、
妻
の
持
参
財
産
の
支
配
の
あ
り
方

を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
き
た
。
『
慣
例
類
集
』
は
、
「
第
一
篇
人
事
第
二
章

婚
姻
ノ
事
」
に
第
三
款
「
嫁
資
」
を
お
き
、
持
参
財
産
に
関
す
る
慣
習
を
掲

げ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
冒
頭
は
（
一
三
年
版
）
、
次
の
よ
う
に
慣
習
を
総

括
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
貧
富
に
よ
り
多
寡
は
あ
っ
て
も
、
衣
類
手
道
具

を
持
参
す
る
こ
と
は
通
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
金
円
、
地
所
を
持
参
し

「
其
所
有
ヲ
夫
二
移
ス
」
こ
と
は
、
「
百
人
中
一
人
」
と
い
う
極
め
て
稀
な

例
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
「
多
ク
ハ
身
体
不
具
面
貌
醜
悪
ノ
償
料
二
充
ル

ー
過
ス
」
、
「
夫
家
ノ
恥
辱
ト
シ
テ
内
密
二
為
ス
習
慣
」
で
あ
る
、
と
す
る

の
で
あ
る
。

続
い
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
慣
習
は
、
一
○
年
版
、
一
三
年
版
を
あ
わ
せ
て

五
六
例
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
、
持
参
財
産
の
帰
属
、
お
よ
び
婚
姻

解
消
時
の
財
産
処
理
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
慣
習
ｌ
妻
の
持
参
財
産
の
取
扱
い
を
中
心
に

（
一
）
持
参
財
産
の
帰
属

ま
ず
、
衣
類
手
道
具
に
つ
い
て
は
、
帰
属
に
触
れ
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
し
か
し
、
信
濃
国
水
内
郡
の
例
に
「
婦
ノ
ー
身
二
纏
う
衣
類
〈
本
人

所
有
ノ
権
利
ア
ル
ヲ
以
テ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
冒
頭
で
も
、
金
円
、
地
所
に

つ
い
て
の
承
「
其
所
有
権
ヲ
夫
二
移
ス
者
或
〈
時
二
之
ア
リ
ト
云
へ
ト
モ
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
ゑ
て
も
、
衣
類
手
道
具
が
妻
に
属
す
る
こ
と
は
当

然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

金
円
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
の
記
述
に
も
拘
わ
ら
ず
、
五
六
例
中

二
四
例
が
持
参
の
慣
習
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
を
夫

家
に
移
す
場
合
と
移
さ
な
い
場
合
と
が
あ
り
、
ま
た
、
「
其
者
一
代
二
限
ル
」

と
す
る
地
方
も
数
例
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
移
さ
な
い
場
合
は
、
紀
伊
国
名
草

郡
・
海
部
郡
の
よ
う
に
妻
名
義
に
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
実
家
が

所
有
権
を
留
保
す
る
例
が
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

（
二
）
婚
姻
解
消
時
の
財
産
処
理

離
婚
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
六
款
「
財
産
分
割
子
女
養
育
」
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
慣
習
と
併
せ
て
検
討
す
る
と
、
衣
類
手
道
具
、
金
円
、
不
動
産
と

も
に
、
妻
の
実
家
に
戻
す
の
が
通
例
で
あ
る
。
（
但
し
、
妻
が
犯
姦
等
の
場

（
３
）

合
を
除
く
と
す
る
地
方
は
多
い
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
一
例
を
除
き
、
所

有
権
を
夫
家
に
移
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
、
死
亡
の
場
合
は
、
返
還
し
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
但

し
、
金
円
、
不
動
産
に
つ
き
、
初
め
か
ら
「
其
者
一
代
二
限
ル
」
と
し
て
い

る
地
方
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
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以
上
の
検
討
か
ら
、
慣
習
に
お
い
て
は
、
衣
類
等
の
身
の
回
り
の
物
は
妻

の
特
有
財
産
と
認
め
ら
れ
る
が
、
金
円
や
、
と
く
に
不
動
産
に
関
し
て
は
、

妻
個
人
の
権
利
は
弱
か
っ
た
と
い
え
る
。
所
有
権
を
夫
家
に
移
す
場
合
は
勿

論
、
妻
側
に
留
保
す
る
場
合
で
も
、
権
利
の
真
の
主
体
は
妻
よ
り
も
実
家

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
婚
姻
自
体
が
、
家
と
家
と
の
婚
姻
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
当
然
と
い
え
る
。
ま
た
、
夫
家
に
移
さ
れ
た
所
有
権
も
、
離
婚
の
際
の
返

（
４
詮
）

還
義
務
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
妻
の
持
参
財
産
は
、
実
家

の
支
配
か
ら
、
完
全
に
は
断
絶
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

の
故
に
、
妻
の
持
参
財
産
は
、
不
離
縁
の
担
保
と
な
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
妻
の
財
産
権
は
、
維
新
政
府
が

展
開
す
る
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
に
組
永
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（
一
）
「
戸
主
ノ
法
」
の
下
で
の
財
産
関
係

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
戸
籍
法
に
よ
る
戸
籍
は
、
戸
主
を
頂
点
と
す

る
一
定
の
秩
序
に
従
っ
て
家
族
構
成
員
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
当
時
の
産
業
の
中
心
を
な
し
た
の
は
家
族
経
営
で
あ
り
、
戸
籍
に
定
着

さ
れ
た
「
家
」
は
、
取
引
と
生
産
の
単
位
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
政
府
は
、

戸
籍
を
通
し
て
「
臣
民
一
般
」
の
身
分
関
係
お
よ
び
財
産
関
係
を
規
制
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
形
成
さ
れ
る
法
体
系
が
「
戸
主
ノ
法
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
体
系
の
下
で
の
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
と
ら

（
５
）

二
、
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
戸
籍
内
の
財
産
は
、
対
外
的
に
は
す
べ
て
戸
主
の

財
産
Ｉ
家
産
と
み
な
さ
れ
、
取
引
主
体
と
し
て
の
戸
主
の
資
力
を
担
保
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
第
一
に
、
戸
主
の
身
代
限
処
分
は
、
一
戸
籍
内
の
す
べ
て

の
財
産
に
及
ぶ
も
の
と
さ
れ
た
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
二
○
日
の

司
法
省
指
令
（
第
一
条
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

戸
主
身
代
限
リ
ノ
処
分
ヲ
受
ル
時
ハ
妻
持
参
ノ
衣
類
〈
勿
論
子
弟
別
稼
ヲ

（
侭
Ｕ
）

以
儲
置
候
品
ト
錐
モ
其
戸
籍
内
一
一
編
入
ノ
者
〈
規
則
ノ
品
ヲ
除
キ
其
余
ノ

分
〈
羅
売
払
二
致
シ
済
方
可
申
付
事

但
戸
籍
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ノ
所
有
物
〈
身
代
限
ノ
処
分
二
不
及
事

第
二
に
、
家
族
の
財
産
に
対
す
る
戸
主
の
積
極
的
な
権
利
も
認
め
ら
れ
た
。

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
二
月
五
日
司
法
省
指
令
は
、
．
戸
籍
内
ノ
財

産
〈
総
テ
戸
主
ノ
所
有
物
ダ
ル
可
キ
｜
一
付
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
死
亡
し
た

子
弟
の
貸
金
に
つ
き
、
戸
主
た
る
父
兄
か
ら
の
返
還
請
求
訴
訟
を
認
め
て
い

る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
戸
籍
内
の
財
産
は
、
積
極
、
消
極
の
両
面
よ
り
戸
主
の

財
産
と
承
な
さ
れ
、
家
族
の
特
有
財
産
は
、
対
外
的
に
は
否
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
、
現
実
に
、
家
族
の
独
立
し
た
取
引
活
動

が
増
大
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
否
定
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
政
府
が
と
っ

た
態
度
は
、
家
族
の
取
引
活
動
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
、
戸
主
の
取
引
活
動

Ｉ
「
家
」
の
取
引
活
動
か
ら
は
厳
密
に
区
別
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

既
に
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
、
家
族
の
借
財
に
関
す
る
伺
が
多
く

出
さ
れ
て
く
る
が
、
五
年
太
政
官
第
二
七
五
号
布
告
に
よ
っ
て
、
家
族
の
借

財
の
取
扱
い
に
関
す
る
原
則
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
家
族
の
借
財
に
対
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（
二
）
地
券
制
度
の
出
現
と
「
戸
主
ノ
法
」
の
動
揺

政
府
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
中
央
集
権

体
制
を
実
現
す
る
と
、
改
租
事
業
を
推
し
進
め
る
過
程
で
、
土
地
売
買
の
自

由
を
認
め
る
な
ど
、
土
地
に
関
す
る
封
建
的
制
約
を
撤
廃
し
て
い
っ
た
。
そ

し
て
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
地
租
改
正
法
に
よ
り
、
全
国
的
に
土
地

し
て
戸
主
は
責
任
を
負
わ
ず
、
家
族
が
身
代
限
に
陥
っ
た
時
は
、
家
族
の
財

産
の
承
が
処
分
の
対
象
と
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
家
族

の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
と
も
に
完
全
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
承
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
当
時
の
「
戸
主
ノ
法
」
の
体
系
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、

家
産
を
家
族
の
取
引
活
動
に
よ
る
危
険
か
ら
守
る
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
は
、
「
家
」
を

中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
戸

主
ノ
法
」
の
体
系
は
、
地
租
改
正
に
よ
る
地
券
の
発
行
に
よ
っ
て
、
個
人
的

所
有
権
の
観
念
が
現
わ
れ
て
く
る
に
及
ん
で
、
動
揺
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
政
府
は
、
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
展
開
に
適
合
的
な
、
自
由

に
流
通
す
る
個
人
財
産
の
確
立
を
必
要
と
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
財
産
法
理

は
、
従
来
の
「
戸
主
ノ
法
」
の
体
系
と
は
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
以
降
、
「
家
」
の
財
産
関
係
を
め
ぐ
る
法
規
制
は
、
二
つ
の
法
論

理
の
矛
盾
を
「
戸
主
ノ
法
」
の
再
編
成
に
よ
っ
て
調
整
し
て
い
く
と
い
う
過

程
を
辿
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
が
ど
の
よ
う
な

展
開
を
遂
げ
る
の
か
を
ゑ
て
い
こ
う
。

の
所
有
権
者
が
確
定
さ
れ
、
地
券
が
交
付
さ
れ
た
。
地
券
は
、
「
地
所
持
主

ダ
ル
確
証
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
土
地
の
自
由
な
流
通
の
手
段
と
も
な
る
。

従
来
、
土
地
は
家
産
で
あ
り
、
そ
の
所
有
名
義
は
家
の
代
表
者
と
し
て
の

家
長
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
維
新
政
府
の
政
策
は
、
土
地
の
自
由
な
流
通
を

保
証
す
る
た
め
、
売
買
の
自
由
を
戸
主
だ
け
で
な
く
家
族
に
も
認
め
る
こ
と

に
な
る
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
月
二
九
日
太
政
官
指
令
は
、
「
子
弟

妻
妾
僕
脾
之
類
一
家
之
戸
主
二
無
之
候
共
」
土
地
を
売
買
す
る
こ
と
を
認
め

た
。
さ
ら
に
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
五
月
二
日
太
政
官
指
令
は
、

「
地
券
〈
其
戸
主
ト
否
ト
ヲ
論
セ
ス
之
ヲ
授
与
ス
ル
者
ト
ス
」
と
、
地
券
の

所
有
主
体
が
、
「
家
」
で
は
な
く
個
人
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
同
時

に
、
家
族
の
地
券
は
、
戸
主
の
身
代
限
処
分
の
対
象
外
で
あ
る
と
い
う
原
則

を
確
立
し
た
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
、
対
外
的
に
は
、
一
戸
籍
内
の
財
産

は
す
べ
て
戸
主
の
財
産
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
地
券
制
度
を
通
じ
て
、

家
族
の
土
地
所
有
が
対
外
的
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ

（
”
Ｊ
）

ら
に
、
そ
の
後
、
そ
の
財
産
の
範
囲
は
、
各
種
の
公
債
証
書
、
建
物
と
い
っ

た
公
証
記
名
財
産
一
般
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
家
族
の
遺
留
財
産
に
対
す
る
戸
主
の
権
限
も
後
退
し
て
い
く
。
明

治
一
○
年
（
一
八
七
七
）
三
月
二
八
日
司
法
省
指
令
は
、
妻
の
貸
付
金
に
対

す
る
相
続
権
に
つ
き
、
戸
主
た
る
夫
よ
り
子
を
優
先
し
た
。
ま
た
、
二
年

一
月
一
六
日
内
務
省
指
令
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
降
の
一
連
の
指
令
に
よ
り
、

（
８
）

遺
産
相
続
の
順
位
は
、
子
、
配
偶
者
、
戸
主
の
順
に
確
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
一
戸
籍
内
の
財
産
に
対
す
る
戸
主
の
権
限
は
次
第
に
縮
小
さ
れ
、
個

人
財
産
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
家
族
の
財
産
所
有
権
は
、
「
家
」
的
制
約
か
ら
完
全
に

解
放
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
の
、
明
治
七
年
一
月
二
九
日
太
政
官

指
令
は
、
家
族
の
土
地
売
買
の
自
由
を
認
め
つ
つ
、
「
尤
売
買
共
戸
主
之
連

印
ヲ
以
取
扱
可
申
事
」
と
い
う
制
約
を
つ
け
た
。
つ
ま
り
、
家
族
の
土
地
処

分
権
を
戸
主
の
支
配
下
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
戸
主
連
印
制

度
は
、
家
族
の
地
券
に
は
戸
主
の
氏
名
を
肩
書
し
て
授
与
す
る
（
一
○
年
八

月
二
八
日
内
務
省
指
令
）
と
い
う
戸
主
氏
名
肩
書
制
度
に
よ
り
、
貨
徹
が
は

（
、
。
）

か
ら
れ
た
。

し
か
し
、
戸
主
連
印
制
は
、
家
族
の
取
引
活
動
を
制
限
し
、
土
地
の
自
由

な
流
通
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
資
本
主
義
の
発
展
が
比
較
的
早
く
、

土
地
取
引
の
活
発
な
先
進
地
帯
か
ら
苦
情
が
お
こ
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
受
け

て
、
戸
主
連
印
制
は
次
第
に
緩
和
さ
れ
、
遂
に
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）

一
二
月
一
三
日
太
政
官
決
裁
に
よ
っ
て
、
「
未
丁
年
者
及
妻
」
を
除
い
て
廃
止

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
般
の
家
族
に
対
し
て
は
、
「
家
」

的
規
制
を
受
け
な
い
自
由
な
取
引
活
動
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
公
証
記
名
財

産
に
つ
い
て
は
戸
主
の
身
代
限
処
分
の
対
象
外
と
な
り
、
完
全
な
所
有
権
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
な
お
、
民
法
施
行
に
至
る
迄
、
個
人
財
産
化
は
完
全
に
は
確
立

せ
ず
、
家
族
の
財
産
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
「
家
」
的
制
約
が
存
続
し
た
。

す
な
わ
ち
、
公
証
記
名
財
産
以
外
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
結
局
そ
の
後
も
戸

主
身
代
限
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
以
上
ゑ
て
き
た
よ
う
な
、
「
家
」
お
よ
び
そ
こ
で
の
戸
主
・
家
族

の
財
産
関
係
の
変
容
の
過
程
に
お
い
て
、
夫
婦
財
産
関
係
が
ど
の
よ
う
に
と

（
一
）
戸
主
連
印
制
廃
止
前

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
の
太
政
官
決
裁
に
よ
る
戸
主
連
印
制
の
廃
止

は
、
未
丁
年
者
と
並
ん
で
妻
を
例
外
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い

て
、
初
め
て
、
「
妻
」
が
一
般
家
族
と
区
別
さ
れ
て
登
場
し
、
夫
婦
財
産
関

係
が
明
確
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
以
前
に
お
い
て
、
政
府
が
夫
婦
財
産
関
係
を
規
制
の
対
象

と
し
て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
が
夫
婦
財
産

関
係
を
包
摂
し
、
妻
の
財
産
権
は
、
戸
主
と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
般
家
族

と
同
様
の
規
制
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
戸
主
ノ
法
」
の
下
で
は
、
戸
主
の
身
代
限
処
分
は
、
前
述
の
明

治
六
年
三
月
二
○
日
司
法
省
指
令
に
承
ら
れ
る
よ
う
に
、
妻
持
参
の
衣
類
に

ま
で
及
ぶ
も
の
と
さ
れ
た
。
妻
持
参
の
衣
類
諸
道
具
は
、
江
戸
時
代
の
幕
藩

法
に
お
い
て
も
慣
習
に
お
い
て
も
、
妻
の
特
有
財
産
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
「
戸
主
ノ
法
」
の
下
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
、
他
の
家
族
の
財
産
同
様
、

戸
主
の
資
力
を
担
保
す
る
た
め
に
特
有
性
が
否
定
さ
れ
、
戸
主
財
産
Ｉ
家
産

に
組
承
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
夫
が
戸
主
で
な
い
場
合
は
、
そ
の
身
代
限
処
分
は
妻
の
財
産
に
は

及
ば
な
い
。
そ
れ
は
、
明
治
五
年
太
政
官
第
二
七
五
号
布
告
に
よ
り
、
家
族

の
借
財
に
つ
い
て
は
本
人
の
承
が
責
任
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ら
え
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三
、
夫
婦
財
産
関
係
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明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
四
月
二
六
日
、
司
法
省
は
、
戸
主
の
子
弟
が
身
代

限
を
申
渡
さ
れ
た
場
合
、
妻
子
の
財
産
を
身
代
限
の
中
に
組
込
む
べ
き
か
と

い
う
北
条
県
伺
（
同
年
三
月
三
一
日
）
に
対
し
、
「
子
弟
二
属
ス
ル
分
ノ
物

品
卜
可
心
得
事
」
と
指
令
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
取
扱
い
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
戸
主
ノ
法
」
の
下
に

お
い
て
は
、
家
族
の
妻
の
財
産
の
特
有
性
を
認
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
、
家
族
の
妻
を
も
含
め
て
、
一
戸
籍
内
に
あ
る
者
の
財
産
は
す
べ
て
対
外

的
に
は
戸
主
財
産
Ｉ
家
産
と
ゑ
な
さ
れ
る
こ
と
の
現
わ
れ
と
承
る
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
家
産
と
し
て
戸
主
の
資
力
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

（
皿
）

夫
（
非
戸
主
）
の
身
代
限
は
そ
れ
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
妻
の
借
財
に
つ
い
て
も
、
妻
の
ゑ
が
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ

た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
戸
主
ノ
法
」
の
下
で
は
、
妻
の
財
産
権
は
一
般
家
族
と

同
様
の
取
扱
い
を
受
け
た
。

次
い
で
、
地
券
制
度
の
出
現
に
よ
り
、
妻
に
も
地
券
所
持
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
対
外
的
に
も
妻
の
所
有
と
し
て
承
認
さ

れ
、
戸
主
の
身
代
限
処
分
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、

土
地
処
分
に
は
戸
主
の
連
印
を
必
要
と
し
、
妻
の
地
券
に
は
戸
主
の
氏
名
が

肩
書
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
取
扱
い
に
お
い
て
も
、
妻
と
他
の
家
族
と
の
間
に

差
異
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
妻
Ⅱ
非
戸
主
と
し
て
話
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
の

時
期
に
お
い
て
、
妻
が
戸
主
と
な
る
場
合
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
は
否
で

あ
る
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
太
政
官
第
二
八
号
布
告
で
女
戸
主
の
存
在

が
認
め
ら
れ
た
が
、
同
年
第
二
六
三
号
布
告
に
よ
り
、
女
戸
主
が
夫
を
迎
え

（
皿
１
２
）

た
場
合
、
入
夫
に
戸
主
を
譲
る
も
の
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
戸
主
ノ
法
」
の
下
で
は
、
身
分
関
係
の
変
動
と
財
産
関
係
の
変
動
は
未
分

離
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
戸
主
は
、
入
夫
婚
姻
に
伴
う
隠
居
に
よ
っ
て
、
戸

主
の
地
位
と
共
に
財
産
を
も
失
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
地
券
制
度
の
出

現
に
よ
り
、
女
戸
主
は
、
隠
居
の
際
、
重
要
な
家
産
で
あ
る
土
地
を
留
保
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
地
券
の
書
換
に
関
し
、
生
前
相
続
と
死
亡
相
続
の
取
扱
い
を
異

に
し
た
明
治
八
年
太
政
官
第
一
五
三
号
布
告
を
め
ぐ
る
、
太
政
官
と
司
法
省

（
ｕ
）

と
の
論
争
の
結
果
、
太
政
官
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
生
前
相
続
の
場
合
は
、
地

券
書
換
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
所
有
権
が
相
続
人
に
移
転
し
得
な
い
こ
と
が

確
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
治
一
三
年
太
政
官
決
裁
は
、
「
生
存

者
ノ
家
督
相
続
一
一
於
テ
ハ
動
産
不
動
産
ヲ
問
ハ
ス
公
証
ノ
記
名
ア
ル
モ
ノ
ハ

総
テ
授
受
ノ
証
拠
ア
ラ
サ
レ
ハ
其
所
有
権
相
続
者
二
移
転
セ
ス
」
と
、
公
証

記
名
財
産
一
般
に
つ
い
て
同
様
の
手
続
を
要
す
る
と
し
た
。
建
物
に
つ
い
て

は
、
一
旦
公
証
記
名
財
産
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
そ

れ
に
準
ず
る
扱
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ

る
（
注
（
７
）
参
照
）
。

こ
の
隠
居
相
続
一
般
の
新
原
則
は
、
当
然
、
女
戸
主
の
場
合
に
も
適
用
さ

れ
た
。
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
七
月
三
日
、
内
務
省
は
、
大
阪
府
伺
に

対
し
、
「
建
物
〈
売
買
譲
渡
ノ
規
則
ア
ル
モ
ノ
ニ
付
譲
与
ノ
手
続
ヲ
ナ
サ
、

し
〈
所
有
権
〈
移
転
セ
サ
ル
義
ト
可
心
得
事
」
と
指
令
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
女
戸
主
の
隠
居
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
明
治
初
年
に
お
け
る
一
家
内
の
財
産
関
係
は
、
戸
主
・

家
族
の
財
産
関
係
と
し
て
一
元
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
妻
の
財
産

権
に
つ
い
て
、
他
の
家
族
と
区
別
す
る
よ
う
な
取
扱
い
は
承
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
財
産
関
係
は
、
明
治
一
五
年
の
大
政
官
決
裁
に
よ
る

家
族
の
土
地
処
分
に
対
す
る
戸
主
連
印
制
の
廃
止
が
、
妻
を
例
外
と
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
分
化
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
戸
主
連
印
制
廃
止
以
後

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
一
二
月
の
太
政
官
決
裁
が
出
さ
れ
た
経
過
は
、

従
来
の
研
究
で
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

き
っ
か
け
は
、
同
年
五
月
二
六
日
、
三
重
県
が
内
務
省
に
対
し
て
、
幼
戸

主
の
養
母
が
亡
父
よ
り
譲
受
け
た
地
所
を
書
入
れ
と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に

つ
き
、
戸
主
の
後
見
人
に
連
署
を
さ
せ
る
べ
き
か
と
伺
出
て
き
た
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

隠
居
養
母
所
有
之
地
所
「
亡
夫
ヨ
リ
讓
受
タ
ル
モ
ノ
」
書
入
ト
シ
金
借
之

証
書
へ
戸
長
役
場
之
公
証
ヲ
請
求
ス
ル
ァ
リ
然
ル
’
一
戸
主
幼
年
ナ
ル
ヲ
以

テ
親
戚
「
亡
夫
ノ
弟
ニ
テ
幼
戸
主
ノ
実
父
」
ヨ
リ
之
ヲ
非
ト
ス
右
〈
一
家

之
財
産
ニ
シ
テ
自
然
当
戸
主
一
一
相
続
権
ノ
帰
ス
ヘ
キ
モ
ノ
’
一
付
戸
主
ノ
後

見
人
ヲ
シ
テ
連
署
之
上
為
申
立
公
証
付
与
候
義
ト
相
心
得
可
然
哉
此
段
相

伺
候
也

但
養
母
後
見
人
ナ
レ
ハ
他
ノ
親
戚
ヲ
シ
テ
連
署
為
致
可
然
哉
此
旨
申
添

（
皿
）

候
也

内
務
省
は
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
九
月
一
八
日
、
売
買
譲
与
を
も
含
め
た

取
扱
い
に
関
す
る
、
次
の
よ
う
な
稟
議
を
、
太
政
官
に
提
出
し
た
。

幼
者
婦
女
及
壮
年
子
弟
ト
錐
疋
土
地
売
買
譲
与
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
総
テ
戸
主

ノ
連
署
ヲ
要
ス
ヘ
キ
旨
別
紙
ノ
通
旧
法
制
部
へ
質
問
回
答
ノ
趣
モ
有
之
候

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

処
父
母
又
〈
兄
ノ
如
キ
尊
属
親
〈
勿
論
向
後
婦
女
子
弟
ト
雛
疋
未
丁
年
者

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

及
妻
ダ
ル
者
ヲ
除
ク
ノ
外
〈
総
テ
戸
主
ノ
連
署
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
相
定

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

〆
然
ル
ヘ
ク
哉
而
シ
テ
未
丁
年
者
及
妻
タ
ル
モ
ノ
ハ
戸
主
又
〈
夫
ト
ノ
連

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

署
ヲ
要
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
相
定
メ
然
ル
ヘ
ク
哉
三
重
県
申
牒
写
相
添
へ
仰
高

（
哩
）

裁
候
也
（
傍
点
は
近
藤
）

（
吃
）

こ
れ
に
対
し
、
太
政
官
は
、
同
年
一
二
月
一
三
日
「
伺
ノ
通
」
と
の
決
裁

を
与
え
、
そ
の
取
扱
い
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戸
主
連
印
制
廃
止

は
、
成
年
婦
女
に
ま
で
認
め
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
妻
に
つ
い
て
は
そ
の

制
限
は
は
ず
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
マ
マ
）

内
務
省
は
こ
の
決
裁
を
得
て
、
同
年
一
○
月
八
日
、
三
重
県
に
対
し
て

「
書
面
伺
ノ
趣
未
丁
年
者
及
上
妻
ダ
ル
者
ヲ
除
ク
ノ
外
総
テ
戸
主
ノ
連
署
ヲ

（
皿
）

要
セ
サ
ル
儀
ト
可
心
得
事
」
と
指
令
し
た
。

こ
の
方
針
は
、
明
治
一
六
年
一
月
一
七
日
内
務
省
指
令
で
も
確
認
さ
れ
て

お
り
、
同
様
の
指
令
が
一
六
ｔ
一
八
年
の
間
に
集
中
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
妻
は
一
般
家
族
と
異
な
っ
た
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
こ

れ
迄
一
元
的
に
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
も
の

の
中
か
ら
、
夫
婦
財
産
関
係
が
分
化
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
妻
に
許
可
を
与
え
る
の
が
夫
で
あ
る
の
か
戸
主
で
あ
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
暖
昧
で
あ
る
。
指
令
の
文
言
で
は
「
戸
主
」
と

書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
戸
主
の
妻
に
関
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す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
四
月
五
日
内
務

省
指
令
は
、
夫
が
非
戸
主
の
場
合
に
も
「
夫
ノ
連
署
」
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、
戸
主
よ
り
も
夫
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

で
は
、
戸
主
ま
た
は
夫
の
許
可
を
得
な
い
妻
の
不
動
産
処
分
は
、
ど
う
扱

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
二
月
二
○
日
内
務

省
指
令
は
、
「
戸
主
連
署
ヲ
拒
ム
庁
〈
売
買
譲
与
ノ
手
続
不
成
立
筋
ト
可
心

得
事
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
一
八
年
二
月
六
日
内
務
省
指
令
も
、

「
戸
主
ノ
連
署
ナ
キ
ト
キ
ハ
公
証
ヲ
与
へ
サ
ル
儀
ト
可
心
得
事
」
と
し
て
い

る
。
従
っ
て
、
戸
主
ま
た
は
夫
の
連
署
Ｉ
許
可
は
、
妻
の
不
動
産
処
分
に
と

っ
て
絶
対
的
な
要
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
明
治
一
七
年
六
月
二
○

日
内
務
省
指
令
は
、
戸
主
が
処
刑
中
の
と
き
、
そ
の
連
署
を
免
除
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戸
主
連
印
制
廃
止
を
契
機
と
し
て
、
財
産
関
係
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
戸
主
権
の
中
に
埋
没
し
て
い
た
夫
権
が
姿
を
現
わ
す
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
施
行
前
に
お
い
て
は
、
戸
主
の
家
族
財
産
に
対

す
る
支
配
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
明
治
一

七
年
四
月
五
日
内
務
省
指
令
は
、
離
婚
の
際
、
夫
家
に
在
っ
て
取
得
し
た
地

所
を
携
帯
す
る
に
は
、
夫
の
許
可
だ
け
で
な
く
夫
家
の
戸
主
の
許
可
を
も
必

（
過
）

要
と
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
明
治
前
期
の
夫
婦
財
産
関
係
を
、
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
と

む
す
び

そ
の
変
化
の
過
程
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

そ
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
明
治
前
期
の
夫
婦
財
産
関
係
は
、
土
地
処
分
に
関
す

る
戸
主
連
印
制
を
、
妻
を
除
く
成
年
家
族
に
つ
い
て
廃
止
し
た
明
治
一
五
年

太
政
官
決
裁
を
画
期
と
し
て
、
二
つ
に
分
け
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
五
年
決
裁
前
に
お
い
て
は
、
一
家
内
の
財
産
関
係
は
、
戸
主
・
家
族
の

財
産
関
係
と
し
て
一
元
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
夫
婦
財
産
関
係
は
そ
の
中
に
埋

没
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
家
族
一
般
が
戸
主
の
、
言
い
換
え
れ
ば
「
家
」
の

規
制
の
下
に
お
か
れ
、
妻
を
他
の
家
族
と
区
別
す
る
取
扱
い
は
ゑ
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
「
戸
主
ノ
法
」
の
下
に
お
い
て
は
、
一
戸
籍
内
の
財
産
は
戸
主

の
財
産
Ｉ
家
産
と
ゑ
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
妻
の
財
産
権
は
、
法
的
に
は
、

実
家
の
支
配
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
て
、
夫
家
の
戸
主
の
支
配
下
に
お
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

地
券
制
度
の
出
現
は
、
妻
に
対
し
て
も
地
券
の
所
持
を
許
し
、
そ
の
特
有

性
を
認
め
た
が
、
他
の
家
族
同
様
、
処
分
権
は
戸
主
の
規
制
の
下
に
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
公
証
記
名
財
産
以
外
の
財
産
は
、
依
然
と
し
て
戸
主
財
産
に
組
承

込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
家
族
の
経
済
活
動
が
増
大
す
る
に
伴
い
、
「
家
」
的
規
制
は
桂

桔
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
に
至
っ
て
戸

主
連
印
制
が
廃
止
さ
れ
、
家
族
に
対
す
る
行
為
能
力
の
制
限
が
除
か
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
妻
は
そ
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
一
般
の
家
族
と
は
異
な
る
地

位
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
初
め
て
、
夫
婦
財
産
関
係
が

戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
か
ら
析
出
し
、
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
く
る
こ
と
に
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な
る
。
そ
し
て
、
妻
の
財
産
権
は
、
夫
家
の
戸
主
の
支
配
か
ら
夫
の
支
配
へ

と
い
う
動
き
を
見
せ
始
め
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
妻
に
つ
い
て
は
行
為
能
力
の
制
限
が
除
か
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
家
族
の
場
合
は
、
現
実
に
は
戸
主
か
ら
独

立
し
て
世
帯
を
営
象
得
た
が
、
妻
は
、
婚
姻
の
性
格
上
、
夫
と
の
共
同
生
活

が
要
求
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
共
同
生
活
の
場
に
お
い
て
、
妻
は
夫

（
皿
）

に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
従
来
の
日
本
社
会
に
も
存
在
し
、

か
つ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
が
妻
の
夫
に
対
す
る
服
従
義
務
を
う
た
っ
て
い
た

よ
う
に
、
西
欧
か
ら
導
入
さ
れ
た
近
代
法
思
想
も
そ
れ
を
変
え
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
一
五
年
の
戸
主
連
印
制
廃
止
を
契
機
に
夫
婦
財
産
関

係
が
戸
主
・
家
族
の
財
産
関
係
か
ら
分
化
し
て
く
る
が
、
明
治
民
法
が
施
行

さ
れ
る
迄
は
、
完
全
に
夫
と
妻
と
の
関
係
に
純
化
さ
れ
ず
、
戸
主
と
の
関
係

を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
般
の
家
族
に
つ
い
て
も
、

国
家
は
、
「
家
」
的
規
制
を
排
除
し
て
行
き
な
が
ら
も
、
結
局
、
完
全
に
そ

こ
か
ら
独
立
し
た
権
利
を
家
族
に
与
え
な
か
っ
た
こ
と
と
も
照
応
す
る
。
夫

婦
財
産
関
係
の
純
化
は
、
民
法
が
、
日
本
資
本
主
義
の
要
請
に
基
づ
い
て
、

財
産
法
に
お
い
て
個
人
主
義
を
貫
徹
し
、
家
族
の
財
産
権
に
対
す
る
「
家
」

的
規
制
を
排
除
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。

と
は
い
え
、
民
法
は
、
「
戸
主
ノ
法
」
を
払
拭
す
る
形
で
制
定
さ
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
「
戸
主
ノ
法
」
は
、
近
代
法
原
理
に
貫
か
れ
た
第
一
草
案

に
対
す
る
批
判
と
そ
の
修
正
を
通
じ
て
、
日
本
資
本
主
義
に
適
合
的
な
形
で

再
編
成
さ
れ
、
民
法
典
に
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
的
諸
関
係
の
展
開
は
、
自
由
に
流
通
す
る
個
人
財
産
を
要
求
す

る
。
明
治
民
法
は
、
こ
の
要
求
を
容
れ
る
一
方
で
、
家
産
の
分
割
を
回
避
し

経
営
の
維
持
を
は
か
る
と
い
う
方
策
を
講
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
家
産
を
単
独

相
続
に
よ
っ
て
戸
主
に
集
中
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
法
的
に
は
戸
主
の

個
人
財
産
と
構
成
し
、
「
家
」
的
規
制
を
受
け
な
い
自
由
な
流
通
を
保
証
し

た
の
で
あ
る
。
他
方
、
家
族
に
つ
い
て
も
、
家
産
の
相
続
か
ら
は
排
除
さ
れ

る
も
の
の
、
特
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
、
「
家
」
の
規
制
を
受
け
な

い
個
人
財
産
と
し
て
権
利
が
認
め
ら
れ
た
。
民
法
は
、
す
べ
て
の
財
産
を
、

「
家
」
の
規
制
を
受
け
な
い
個
人
財
産
と
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

妻
の
財
産
権
も
戸
主
と
の
関
係
を
完
全
に
断
ち
切
っ
て
確
立
さ
れ
、
夫
婦
財

産
関
係
は
、
純
粋
に
夫
婦
の
関
係
と
し
て
明
確
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

個
人
所
有
を
認
め
る
近
代
法
の
原
理
は
、
同
時
に
、
夫
に
対
す
る
妻
の
劣
位

を
も
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

民
法
の
夫
婦
財
産
制
は
、
法
定
財
産
制
に
お
い
て
別
産
制
を
と
り
、
妻
の

特
有
財
産
を
認
め
た
。
し
か
し
、
妻
の
財
産
の
管
理
権
は
夫
に
属
し
、
さ
ら

に
、
妻
が
一
定
の
法
律
行
為
を
為
す
に
は
夫
の
許
可
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
、

妻
の
行
為
能
力
は
制
限
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
明
治
初
年
に

は
戸
主
権
の
中
に
埋
没
し
、
一
五
年
以
降
分
化
の
き
ざ
し
を
見
せ
て
き
た
夫

権
が
、
明
確
な
形
で
民
法
に
規
定
さ
れ
、
妻
の
財
産
は
夫
の
管
理
権
に
属
す

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
明
治
民
法
は
女
戸
主
が
婚
姻
後
も
戸
主
の
地
位

に
留
ま
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
戸
主
と
し
て
戸
主
権
を
行
使
す
る
妻
も
、
財

産
関
係
に
お
い
て
は
夫
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
高
柳
真
三
『
明
治
家
族
法
史
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
一
年
ｌ

高
柳
『
明
治
前
期
家
族
法
の
新
装
』
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
、
に
所
収
）

五
三
頁
、
熊
谷
開
作
『
婚
姻
法
成
立
史
序
説
』
（
酒
井
書
店
、
一
九
七
○

年
）
一
七
二
’
一
七
五
頁
、
人
見
康
子
『
現
代
夫
婦
財
産
法
の
展
開
』

（
鳳
舎
、
一
九
七
○
年
）
一
六
七
’
一
六
八
頁
等
。
な
お
、
広
瀬
隆
司

氏
は
、
妻
の
不
動
産
売
買
の
権
限
に
つ
い
て
伺
・
指
令
を
検
討
し
て
い

る
が
、
本
稿
後
述
の
明
治
一
五
年
太
政
官
決
裁
以
降
を
考
察
の
対
象
と

し
、
事
例
が
明
治
一
五
２
一
八
年
に
集
中
、
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
関
し

て
は
、
そ
の
時
期
以
前
に
お
い
て
は
、
妻
が
不
動
産
売
買
を
行
な
う
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
（
「
明
治
民
法
施
行
前
に
お
け
る
妻
の
法
的
地
位
」
『
愛
知
学
院
大

学
論
集
法
学
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
・
二
号
、
四
三
頁
）
。

（
２
）
熊
谷
開
作
、
前
掲
書
、
一
七
二
頁
。

（
３
）
筑
後
国
御
井
郡
で
は
「
（
前
略
）
若
シ
其
券
状
ノ
名
前
ヲ
改
メ
貢
租

ヲ
夫
家
一
一
テ
納
ム
ル
モ
ノ
ハ
始
メ
約
定
ノ
証
書
二
依
テ
離
縁
ノ
節
取
戻

ス
モ
ノ
ト
取
戻
サ
、
ル
モ
ノ
ト
区
別
ア
ル
事
ナ
リ
」
と
さ
れ
る
。

（
４
）
江
戸
時
代
は
、
幕
府
の
法
令
に
よ
り
返
還
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
幕
府
法
の
取
扱
い
に
よ
れ
ば
、
衣
類
道
具
と
妻
名
義
の
不
動
産

を
除
い
て
、
妻
の
持
参
財
産
は
夫
の
所
有
に
帰
す
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ

は
、
夫
の
罪
科
に
よ
る
閾
所
、
お
よ
び
身
代
限
の
対
象
と
さ
れ
た
。
但

し
、
身
代
限
に
つ
い
て
は
、
家
族
名
義
に
し
て
財
産
隠
匿
を
は
か
る
者

を
考
慮
し
て
、
親
妻
子
名
義
の
田
畑
も
執
行
の
対
象
に
す
る
扱
い
に
改

め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
（
大
竹
秀
男
『
封
建
社
会
の
農
民
家
族
』
改
訂

版
、
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
二
九
九
頁
。
同
『
「
家
」
と
女
性
の
歴

史
』
弘
文
堂
、
一
九
七
七
年
、
一
四
七
頁
）
。

（
５
）
本
節
の
叙
述
は
、
福
島
正
夫
『
日
本
資
本
主
義
と
「
家
」
制
度
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）
一
二
九
頁
以
下
、
利
谷
信
義

「
『
家
』
制
度
の
構
造
と
機
能
ｌ
『
家
』
を
め
ぐ
る
財
産
関
係
の
考

察
ｌ
Ｈ
」
（
『
社
会
科
学
研
究
』
第
一
三
巻
二
・
三
合
併
号
、
一
九
六

一
年
）
三
頁
以
下
、
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
６
）
明
治
五
年
六
月
二
三
日
太
政
官
第
一
八
七
号
布
告
華
士
族
平
民
身
代

限
規
則
。

（
７
）
建
物
は
、
明
治
一
○
年
三
月
二
四
日
司
法
省
指
令
で
は
公
証
記
名
財

産
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
一
三
年
一
二
月
八
日
、

太
政
官
法
制
部
は
、
内
務
省
に
対
す
る
回
答
に
お
い
て
こ
れ
を
否
定
す

る
。
し
か
し
、
明
治
一
六
年
に
至
り
、
内
務
省
指
令
に
よ
っ
て
、
公
証

記
名
財
産
に
準
ず
る
扱
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
８
）
但
し
、
隠
居
の
遺
留
財
産
に
つ
い
て
は
、
戸
主
が
直
ち
に
相
続
し
た

（
明
治
一
三
年
七
月
九
日
内
務
省
指
令
等
）
。

（
９
）
肩
書
制
度
は
、
後
述
の
戸
主
連
印
制
廃
止
後
も
存
続
し
た
（
明
治
一

七
年
二
月
二
七
日
内
務
省
指
令
）
。

（
蛆
）
犯
罪
の
追
徴
の
場
合
は
、
「
民
法
身
代
限
リ
ト
異
ナ
リ
本
犯
及
上
妻

子
ノ
物
口
要
布
達
ノ
通
り
追
ス
ル
モ
戸
主
ノ
父
兄
二
及
ポ
サ
ス
」
と
さ

れ
た
（
明
治
八
年
五
月
四
日
司
法
省
指
令
）
。

（
蛆
１
２
）
但
し
、
行
政
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
、
女
戸
主
が
戸
主
の
地
位
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に
留
ま
る
こ
と
を
認
め
て
行
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
白
石
玲
子
「
民
法
典

編
纂
過
程
に
お
け
る
女
戸
主
の
地
位
と
入
夫
婚
姻
ｌ
『
家
』
の
財
産

を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
法
制
史
研
究
塊
』
、
創
文
社
、
一
九
八
三
年
）
、

一
四
六
頁
以
下
参
照
。

（
ｕ
）
詳
細
は
、
福
島
、
前
掲
書
、
一
四
四
頁
以
下
、
利
谷
、
前
掲
論
文
、

五
一
頁
以
下
参
照
。

（
皿
）
明
治
一
六
年
局
典
類
纂
二
七
七
’
二
七
八
頁
。
但
し
、
内
務
省
指
令

の
日
付
が
誤
記
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
、
太
政
官
決
裁
の
日
付
と
前
後

し
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
同
年
一
二
月
二
一
日
、
三
重
県
が
、
右
内
務

省
指
令
に
は
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
非
戸
主
の
土
地
質
書
入
又
は
売
却
に

つ
き
、
戸
主
の
連
署
の
要
否
を
再
び
伺
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で

エ
ゴ
」
ヲ
（
》
Ｏ

な
お
、
こ
の
三
重
県
伺
、
お
よ
び
明
治
一
七
年
五
月
三
一
日
愛
媛
県

伺
の
本
文
か
ら
、
一
五
年
大
政
官
決
裁
の
前
年
に
、
大
蔵
省
が
、
非
戸

主
所
有
の
地
券
書
換
に
つ
き
戸
主
の
連
署
を
要
し
な
い
旨
の
指
令
を
、

山
口
県
に
対
し
与
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
出
さ
れ
た
経
過

や
、
一
五
年
太
政
官
決
裁
と
の
関
連
の
有
無
等
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
明

ら
か
に
し
得
な
い
。

（
過
）
こ
の
取
扱
い
は
、
養
子
戸
主
の
離
縁
に
関
し
て
、
地
券
は
家
産
か
個

人
財
産
か
を
め
ぐ
る
政
府
部
内
論
争
の
結
果
、
明
治
一
○
年
四
月
二
七

日
太
政
官
指
令
（
地
券
〈
其
人
二
付
与
ス
ル
者
ト
錐
モ
養
子
中
一
一
得
ダ

ル
地
券
〈
総
テ
離
縁
ノ
節
持
去
ヲ
許
サ
ス
）
に
よ
り
確
立
し
た
原
則
が
、

そ
の
後
、
非
戸
主
養
子
、
養
女
並
び
に
、
（
戸
主
お
よ
び
家
族
の
）
妻

に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
右
論
争
に
つ
い
て
は
、
福
島
、
前

掲
書
、
一
四
○
頁
以
下
、
利
谷
、
前
掲
論
文
、
六
○
頁
以
下
参
照
。

（
ｕ
）
明
治
六
年
太
政
官
第
二
六
三
号
布
告
が
、
女
戸
主
が
婚
姻
後
も
戸
主

の
地
位
に
と
ど
ま
り
、
夫
に
対
し
て
戸
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
否
定

し
た
の
は
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。

本
稿
に
引
用
し
た
資
料
は
、
次
の
文
献
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

司
法
省
蔵
版
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
（
風
旱
八
十
二
再
刻
、
『
明
治
文
化

全
集
昭
法
律
篇
』
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
、
所
収
）

手
塚
豊
・
利
光
三
津
夫
編
著
『
民
事
慣
例
類
集
』
（
慶
応
義
塾
大
学
法
学

研
究
会
、
一
九
六
九
年
）
。

外
岡
茂
十
郎
編
『
明
治
前
期
家
族
法
資
料
』
全
二
巻
（
早
稲
田
大
学
、

一
九
六
七
’
一
九
七
八
年
）
。

堀
内
節
編
『
明
治
前
期
身
分
法
大
全
’
第
二
巻
婚
姻
法
Ⅱ
ｌ
』
（
中

央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
年
）
。

〔
後
記
〕
本
稿
は
、
一
九
八
八
年
一
○
月
に
脱
稿
し
た
が
、
諸
般
の
事
情
に

よ
り
刊
行
が
遅
れ
、
そ
の
間
に
、
拙
稿
「
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
け
る
夫

婦
財
産
関
係
」
（
『
法
制
史
研
究
羽
』
創
文
社
、
一
九
九
○
年
）
を
発
表
し

た
そ
の
第
一
章
と
本
稿
の
二
、
三
と
は
、
内
容
的
に
重
複
す
る
部
分
の

多
い
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
す
る
。
（
一
九
九
一
年
一
二
月
記
）

（
宮
城
教
育
大
学
・
日
本
法
制
史
）
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